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表紙

業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め の
体 制 及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略
しています。

第15回定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

（自 2023年９月１日　至 2024年８月31日）

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、業務の適正を確保するための体制として、取締役会にて、「業務の適正を確保するための
体制（内部統制システム）に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づ
き内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　当社は、コンプライアンス（法令、定款に加え、社内諸規程及び企業倫理、社会規範の遵
守）を経営の最重要課題と位置づけ、経営理念に基づいた内部統制システムの構築とグルー
プ子会社を含めた全体（以下「当社グループ」という。）のコンプライアンス体制の確立に
努める。

②　当社グループは、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に職務遂行を監督することで、当
社グループの取締役が法令及び定款に違反する行為を未然に防止する。

③　当社グループの取締役が他の当社グループの取締役の法令及び定款違反行為を発見したとき
は、直ちに当社監査役会及び取締役会に報告する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　当社グループの使用人は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づき取締役の職務の
執行に係る情報を適切に保存、管理する。

②　上記の情報は、取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認める
場合において閲覧可能とする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　リスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、当社グループのリスク分析及び対策の
実施状況等は、リスク・コンプライアンス委員会においてこれを監視する。

②　当社代表取締役に直属する内部監査室は、当社グループにおけるリスク管理体制を監査し、
当社代表取締役及び監査役に報告する。また、必要に応じて適宜当社取締役会及び監査役会
に報告する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社は、取締役の職務権限及び責任を明確にするとともに、取締役会規程に基づき定例の取
締役会を毎月一回開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、業務執行に関する基本的事項及
び重要事項の決定を行うとともに取締役の業務執行状況の管理監督を行う。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

②　業務運営については、中長期経営計画、各年度予算を策定して、取締役の職責をより明確に
し、具体的な目標設定・対策・立案のもと業務遂行を図る。

③　事業運営上の重要な課題について、取締役・執行役員他で構成される執行役員会で十分な検
討を行い、経営上の意思決定を迅速に行う。

(5) 当社グループ使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　法令、定款及び社内諸規程・規則等を遵守した行動を取るため、当社グループ内に周知徹底
と遵守の推進を図る。また、公益通報として通報相談を受け付ける社内通報窓口を設けてい
る。

②　業務執行部門から独立した内部監査室は、当社グループの内部監査を恒常的に実施し、その
結果を被監査部門、当社代表取締役及び監査役に報告するとともに、定期的に当社取締役会
に報告する。

(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社は、当社グループ共通の経営理念に基づき、当社グループの統制環境の整備、啓蒙、各
社事業の状況に関する定期的な報告聴取と諸問題についての事前協議を行う。

②　グループ子会社の経営管理については、グループ子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事
項については当社に報告を求めることによりこれを行う。

③　グループ子会社の活動内容については、当社取締役会において定期的な報告と重要案件の事
前協議を実施する。

④　業務執行部門から独立した内部監査室は、グループ子会社の監査役等と連携を取りながら内
部監査を実施する。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項
①　当社監査役が使用人を求めた場合は、速やかに設置する。当該使用人の指揮命令権は監査役
にあり、取締役からは指揮命令を受けない独立性を確保する。

②　当該使用人の任命、人事異動等の人事権に関する事項の決定においては、当社監査役の同意
を必要とする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①　当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある不正
の行為、法令及び定款に違反する重大な事実又はその他事実を発見したときには、当該事実
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

を当社の監査役に報告する。当社グループの取締役及び使用人は、その業務について監査役
から説明を求められたときには、速やかに報告する。

②　適正な目的に基づき監査役に報告した当社グループの取締役及び使用人は、同報告を理由と
して不当な取扱いを受けない。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査室及び取締役は、監査役と
緊密に連携する。

②　監査役は、必要に応じ重要な会議体に出席し、監査機能の実効性向上に努める。
③　監査役は、各取締役、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行うととも
に、必要に応じて、独自に弁護士等の外部専門家の支援を受けることができる。

④　当社グループ監査役の職務の執行に関して発生する費用等については、各監査役の請求に基
づき速やかにこれを支払う。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、基本方針として、「反社会的勢力との係
わりを一切持たない」、「いかなる名目の利益供与を行わない」、「反社会的勢力との間で裏
取引及び資金提供は、一切行わず、必要に応じて法的対応を行う」、「反社会的勢力に対して
は、外部専門機関と連携すると同時に、組織として対応する」等を定め、適切に対処しており
ます。

(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当連結会計年度における「業務の適正を確保するための体制の運用状況」の概要は、以下の
とおりであります。
①　取締役会の開催について
　取締役会は20回開催され、法令、定款及びその他社内規程に基づき、経営に関する重要事
項の決定を行うほか、取締役の職務遂行の適正性や効率性を高めるため、各取締役の職務執行
状況の報告や経営課題に関する議論等を行いました。また、当社と利害関係を有しない社外取
締役が取締役会のすべてに出席し、経営に関する幅広い知識・経験を有する人材が経営の専門
家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務遂行を監督しております。な
お、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業
務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
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②　監査役の職務執行について
　監査役会は14回開催され、監査役は監査役会で定めた監査計画に基づき監査を行うととも
に、取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換等を実施いたしました。また、監査役
は取締役会に出席するほか、常勤監査役は取締役会のみならず、執行役員会等の会議にも必要
に応じて出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の職務執行状況を監
査しております。
③　内部監査の実施について
　内部監査室は、監査役会、会計監査人と連携して監査機能の充実に努めております。また、
監査役と協議のうえ内部監査計画を作成し、当社グループ各社の業務全般に関し、法令、定款
及びその他社内規程等の遵守状況や職務執行手続き等を対象とした内部監査を実施いたしまし
た。なお、監査結果については、代表取締役に報告するとともに改善指示を各部門に周知し、
そのフォローアップを行いました。
④　リスク・コンプライアンス委員会
　リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に一度開催され、リスク管理に関して①リスク
に関する情報の収集・分析、②リスクの対応策の検討・決定・実施、③再発防止策の検討・決
定・実施、④関係機関との連絡、⑤報道機関への対応、⑥社員の懲戒に係る検討・決定、⑦そ
の他リスクに関すること一般をその役割として、企業リスクの軽減に努めました。

　なお、子会社の業務の適正を確保するための体制整備として、内部統制システムに関する基本方
針に則り、互いの独立性を保ちつつも、当社グループ全体としての連携を忘れず、常にグループの
経営理念と基本戦略に従い、グループ全体の共存共栄を図ることを目的に「関係会社管理規程」を
制定し、プランニング＆マネジメントユニットを関係会社管理部門として、関係会社管理業務を行
っております。
　関係会社管理業務の具体的内容は、(1)関係会社の設立、合併、解散、(2)関係会社の株式の取
得、処分、(3)関係会社の事業計画、(4)関係会社に対する出資、資金貸付、担保貸与、債務保証、
(5)関係会社に対する固定資産の購入、譲渡、貸与、(6)経営分析、業績評価、(7)関係会社の情報管
理体制の整備、(8)関係会社のコンプライアンス体制の整備、(9)関係会社の指導、(10)関係会社に
対する人事、(11)関係会社との技術支援契約、その他の基本契約の締結及び解除、(12)その他関係
会社からの協議事項並びに関係会社の指導、育成上必要と思われる事項、となっております。
　また、当社の監査役会は会社の監査に必要な範囲で関係会社に対して事業の経過概要について報
告を求めることができ、必要と認めたときは関係会社に対してその業務及び財産の状況を調査する
ことがあります。
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連結株主資本等変動計算書

(2023年９月 1 日から
2024年８月31日まで)

株 主 資 本
純 資 産 合 計

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 128,980 229,083 1,390,673 △24 1,748,713 1,748,713

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 4,265 4,265 8,530 8,530

剰 余 金 の 配 当 △65,458 △65,458 △65,458

親会社株主に帰属する当期純利益 275,669 275,669 275,669

自 己 株 式 の 取 得 △109 △109 △109

当連結会計年度変動額合計 4,265 4,265 210,210 △109 218,631 218,631

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 133,245 233,349 1,600,884 △134 1,967,344 1,967,344

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

建物 ３年～39年
工具、器具及び備品 ２年～15年

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 株式会社エーティーエス

(2) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社数 １社
持分法を適用した関連会社の名称 株式会社emotivE
持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称

該当事項はありません。
(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記

持分法の適用の範囲の変更 当連結会計年度において、株式会社emotivEの株式を取得したことに
より、持分法適用の範囲に含めております。

(4) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
持分法適用会社は、決算日が連結決算日と異なるため、当該会社の直近の四半期決算を基にした仮決算に
より作成した計算書類を使用しております。

(5) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。

(6) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は定率法によっております。ただし、建物（建
物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
　自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
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連結注記表

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社

は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

ロ. 役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額
を計上しております。

ハ. 受注損失引当金 当連結会計年度に着手した受注制作のソフトウエア開発のうち損失の発
生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込
額を計上しています。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ. 受注制作のソフトウエア開発

システム開発及びインフラ構築等を行っており、成果物を引き渡す義務を負っております。当該契約
については、開発作業を進めるにつれ顧客に対する履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足
に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積方法は、プロジ
ェクトの見積総原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合によって算定しております。

ロ. サービス提供業務
システム運用支援及び保守サービス等を行っており、役務を提供する義務を負っております。契約期
間の経過に応じてサービス提供が行われる取引については、当該サービス提供期間の割合で履行義務
を充足していると判断し、期間経過に応じた収益を認識しております。また、時間単位で課金される
サービスの場合には、サービスの提供が完了し、請求が可能となった時点で収益を認識しておりま
す。なお、人材紹介サービスの履行義務は、当社グループから顧客へ紹介した人材（紹介者）が顧客
に所属した時点において充足すると判断し、当該時点で収益を認識しております。

ハ. ソフトウエアライセンスの提供
自社開発プロダクトや他社ライセンス等の提供を行っており、製品を顧客へ引き渡す義務を負ってお
ります。顧客に提供したソフトウエアのライセンスが、ライセンス供与期間にわたり知的財産へアク
セスする権利である場合は、契約期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点の知的財
産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識しております。当社グループの役割が代理人に
該当する取引につきましては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認
識しております。

　取引の対価は履行義務を充足してから概ね２ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれており
ません。
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連結注記表

ソフトウエア 61,923千円

２. 会計上の見積りに関する注記
（一定期間にわたり認識する売上）
イ. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　連結注記表「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (6) 会計方針に関
する事項 ④ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、ソフトウエア開発等の受託業務の売上高
については、契約に基づく開発作業を進めるにつれ顧客に対する履行義務が充足されると判断し、履行義
務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しており、当連結会計年度末時点において進行中のプロジェク
トに係る当連結会計年度の売上高は122,197千円であります。

ロ. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
a. 算出方法

　売上高は履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識され、履行義務の充足に係る進捗度はプロジェク
トの見積総原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合によって算定しております。

b. 主要な仮定
　履行義務の充足に係る進捗度の算出に用いた主要な仮定は、プロジェクトにおける見積総原価を構成
する労務費及び外注費に係る作業工数であり、専門的な知識と経験を有するプロジェクトマネージャー
が工数見積りを行っております。

c. 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　プロジェクトの見積総原価を構成する労務費及び外注費の作業工数は、受注時及び契約変更時に専門
的な知識と経験を有するプロジェクトマネージャーによってプロジェクト計画を策定する際に見積ら
れ、プロジェクト期間を通じてプロジェクトマネージャー及び全社横断型のモニタリング部署が、プロ
ジェクトの品質及び進捗状況と合わせて定期的にモニタリングを実施しております。また、経営管理部
が定期的に作業者のアサイン計画と見積総原価を比較し、乖離している案件の検証を行っております。
しかし、各案件は顧客ごとに依頼内容、仕様等が異なることから個別性が強く、また近年のプロジェク
トは複雑化、大型化しております。見積総原価は専門的な知識と経験を有するプロジェクトマネージャ
ーが見積りを行い、プロジェクト期間を通じて上記のモニタリングを実施していますが、判断を伴うも
のであり、見積作業工数の変動により、各連結会計年度の売上計上額に重要な影響を与える可能性があ
ります。

（ソフトウエアの評価）
イ. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

ロ. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
a. 算出方法

　ソフトウエアについて、当社は管理会計上の区分を基礎としてプロダクトごとにグルーピングを行っ
ております。減損の兆候がある資産グループについて、当該資産から得られる割引前将来キャッシュ・
フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
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当座貸越限度額の総額 1,430,000千円
借入実行残高 880,000千円

差引額 550,000千円
(2)  有形固定資産の減価償却累計額 151,902千円

研究開発費の総額 175,372千円

当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式
普通株式 3,273,000 72,320 － 3,345,320

合計 3,273,000 72,320 － 3,345,320
自己株式

普通株式 60 40 － 100
合計 60 40 － 100

失として計上しております。
b. 主要な仮定

　当該将来キャッシュ・フローの見積りの主要な仮定は、主な個別資産ごとの売上高見込額でありま
す。

c. 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　割引前将来キャッシュ・フローの予測は、個別資産ごとの事業計画を基礎として見積ることとしてお
ります。個別資産ごとの売上高が事業計画上の計画値を下回った場合、翌連結会計年度において、減損
損失を計上する可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 当座貸越契約

　当社及び連結子会社（株式会社エーティーエス）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀
行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る
借入未実行残高は次のとおりであります。

４. 連結損益計算書に関する注記

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　（注）１．普通株式の発行済株式数の増加株式数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による増加　　　　　72,320株

２．普通株式の自己株式数の増加株式数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加　　　　　 40株
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決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年11月28日
定時株主総会 普通株式 65,458 20 2023年８月31日 2023年11月29日

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　該当事項はありません。

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的と
なる株式の種類及び数

　　　　　　普通株式　　　　　　　　 208,840株

６. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な
余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。
　借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後３ヶ月であり
ます。
③　金融商品に係るリスク管理体制
　イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、営業部門が経営管理部の協力のもと主要な取引先
の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程
に準じて、同様の管理を行っております。

　ロ. 市場リスクの管理
　当社グループは投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握
し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況
を継続的に見直しております。

　ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などに
より流動性リスクを管理しております。
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区分 連結貸借対照表計上額
関係会社株式 111,145千円

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

売掛金及び契約資産 1,573,751 － － －
合計 1,573,751 － － －

報告セグメント
DXソリューション事業

顧客との契約から生じる収益 11,129,817
その他の収益 －
外部顧客への売上高 11,129,817

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、「現金及び預
金」、「売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金であること及び短期間で決
済されるため時価が帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
　なお、市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（注）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

７. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　連結注記表「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4) 会計方針に関す
る事項 ④ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,082,862 1,415,535
契約資産 423,482 158,216
契約負債 6,044 10,025

(1) １株当たり純資産額 588円11銭
(2) １株当たり当期純利益 83円17銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約資産は、受注制作のソフトウエア開発案件について進捗率に応じて収益認識したことにより生じた顧
客に対する未請求の権利であります。
　契約負債は契約に基づいて顧客から受け取った前受金であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含
まれております。なお、契約負債は収益の認識に伴い取り崩され、当連結会計年度の期首現在の契約負債残
高は、すべて当連結会計年度の収益として認識されております。
②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がなく、主に１年内の契約であ
るため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格の記載を省略しております。また、顧客
との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

10. 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。
　　比率については表示単位未満の端数がある場合にはこれを四捨五入しております。
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株主資本等変動計算書

(2023年９月 1 日から
2024年８月31日まで)
株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰　余　金

当 期 首 残 高 128,980 58,964 175,119 234,083 1,256,617 1,256,617 △24 1,619,657 1,619,657

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 4,265 4,265 4,265 8,530 8,530

剰 余 金 の 配 当 △65,458 △65,458 △65,458 △65,458

当 期 純 利 益 245,585 245,585 245,585 245,585

自 己 株 式 の 取 得 △109 △109 △109

当 期 変 動 額 合 計 4,265 4,265 － 4,265 180,126 180,126 △109 188,547 188,547

当 期 末 残 高 133,245 63,229 175,119 238,349 1,436,743 1,436,743 △134 1,808,204 1,808,204

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 ３年～39年
工具、器具及び備品 ２年～15年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法によっ
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計
上しております。

③ 受注損失引当金 当事業年度に着手した受注制作のソフトウエア開発のうち損失の発生が
見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を
計上しています。

(4) 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ．受注制作のソフトウエア開発

システム開発及びインフラ構築等を行っており、成果物を引き渡す義務を負っております。当該契約に
ついては、開発作業を進めるにつれ顧客に対する履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係
る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積方法は、プロジェクト
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ソフトウエア 60,619千円

の見積総原価に対する事業年度末までの発生原価の割合によって算定しております。
ロ．サービス提供業務

システム運用支援及び保守サービス等を行っており、役務を提供する義務を負っております。契約期間
の経過に応じてサービス提供が行われる取引については、当該サービス提供期間の割合で履行義務を充
足していると判断し、期間経過に応じた収益を認識しております。また、時間単位で課金されるサービ
スの場合には、サービスの提供が完了し、請求が可能となった時点で収益を認識しております。

ハ．ソフトウエアライセンスの提供
自社開発プロダクトや他社ライセンス等の提供を行っており、製品を顧客へ引き渡す義務を負っており
ます。顧客に提供したソフトウエアのライセンスが、ライセンス供与期間にわたり知的財産へアクセス
する権利である場合は、契約期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点の知的財産を使
用する権利である場合は、一時点で収益を認識しております。当社の役割が代理人に該当する取引につ
きましては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

　取引の対価は履行義務を充足してから概ね２ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりま
せん。

２. 会計上の見積りに関する注記
（一定期間にわたり認識する売上）
イ. 当事業年度の計算書類に計上した金額

　個別注記表「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 （4）収益及び費用の計上基準」に記載のと
おり、ソフトウエア開発等の受託業務の売上高については、契約に基づく開発作業を進めるにつれ顧客に
対する履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しており、当事
業年度末時点において進行中のプロジェクトに係る当事業年度の売上高は122,197千円であります。

ロ. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結注記表「２. 会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。

（ソフトウエアの評価）
イ. 当事業年度の計算書類に計上した金額

ロ. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結注記表「２. 会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。

－ 15 －
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個別注記表

当座貸越限度額の総額 1,250,000千円
借入実行残高 800,000千円

差引額 450,000千円
(2)  有形固定資産の減価償却累計額 151,902千円

短期金銭債権 3,087千円
短期金銭債務 5,281千円

(1) 研究開発費の総額 175,372千円
(2) 関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 14,756千円
売上原価 141,222千円
販売費及び一般管理費 236,340千円

営業取引以外の取引高
経営指導料収入 81,750千円

普通株式 100株

３. 貸借対照表に関する注記
(1) 当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これ
らの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

(3) 関係会社に対する金銭債務は次のとおりであります。

４. 損益計算書に関する注記

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

－ 16 －
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個別注記表

繰延税金資産
未払費用 65,863千円
未払事業税 6,328千円
未払事業所税 2,734千円
貸倒引当金 11,516千円
減価償却超過額 5,516千円
減損損失 4,754千円
関係会社株式評価損 23,610千円
敷金償却額 9,407千円
フリーレント賃借料 8,613千円
その他 497千円

繰延税金資産小計 138,842千円
評価性引当額 △ 37,934千円
繰延税金資産合計 100,908千円

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

－ 17 －
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個別注記表

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社 株 式 会 社
エーティーエス 直接 100.0％

所有

　

役 員 の 兼 務 、
出 向 者 の 派
遣 、 開 発 業 務
等 の 受 託 、 開
発 業 務 等 の 委
託 、 経 営 指 導
及 び 業 務 の 受
託 等 、 事 務 所
の同居

出向料の受
取り
（注）１

182,474 － －

開発業務等
の受託
（注）２

12,000 － －

開発業務等
の委託
（注）２

377,563 未 払 金 5,281

経営指導及
び業務の受
託等
（注）３

81,600 － －

(1) １株当たり純資産額 540円53銭
(2) １株当たり当期純利益 74円09銭

７. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 出向者の派遣による出向料は、出向元の給与を基準に双方協議のうえ、決定しております。

２. 開発業務等の委託及び受託の対価については、一般取引条件と同様に市場価格等を勘案し、交渉のう
え決定しております。

３. 経営指導及び業務の受託等の対価については、双方協議のうえ合理的に決定しております。

８. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表「１．重要な会計方針に係る
事項に関する注記 （4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

11. 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。
　　比率については表示単位未満の端数がある場合にはこれを四捨五入しております。

－ 18 －


